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① ２割特例
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○ 免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の２割に軽減す
る激変緩和措置を３年間講ずることとする。

○ これにより、業種にかかわらず、売上・収入を把握するだけで消費税の申告が可能となることから、簡易課税に比して
も、事務負担も大幅に軽減されることとなる。

※ 免税事業者がインボイス発行事業者となったこと等により事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる者を対象とし、インボイス制度の開
始から令和８年９月３０日の属する課税期間まで適用できることとする。

小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置（案）

売上 ７００万円
（税７０万円）

仕入 １５０万円
（税１５万円）

※通信交通費、会議費、PC購入等

納税 ５５万円－ ＝

みなし仕入 ３５０万円
（税３５万円）

※ 売上税額７０万円×５０％

〔本則課税〕

〔簡易課税（５種）〕

納税 ３５万円＝－

納税 １４万円

※ 負担軽減措置の適用に当たっては、事前の届出を求めず、申告時に選択適用できることとする。

納税額を売上税額の
２割に軽減

※ 売上税額７０万円×２割

小規模事業者に対する負担軽減措置（案）

（小規模事業者）

【イメージ】

税負担を軽減

▲41万円

▲21万円



２割特例を使った実際のシミュレーション

あなたの
売上・収入

（万円）

× ×10／110※

〔留意点〕
〇 請求書や支払いを受ける際に受け取った明細に税率や税額の記

載があるものを集計（給与収入を除く必要）
〇 このほか、事業用の不用品（パソコンなど）の売却収入なども含

まれる
〇 飲食料品の売上や収入がある場合は、税率ごとに区分する必要

売上の
約1.8%相当

＝

※ 飲食料品の売上や収入
がある場合：8/108

2割 納税額
（万円）

いくらになる
のかな？



簡易課税制度との事務負担における主な違い

業種区分が不要

申告時に選択適用が可能

事前の届出が不要

仕入れ・経費に係る帳簿やインボイス
の保存・管理が不要

納税額を簡単に算出でき、価格交渉す
る際の金額の程度がより明確になる

売上税額のみから計算が可能
簡
易
課
税
の
メ
リ
ッ
ト
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令和５年度税制改正（案）

② 少額特例



一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置（案）

○ 軽減税率制度の実施により、少額な取引であっても正確な適用税率の判定のために領収書等の証票が必要となるこ
とから、こうした取引についてもインボイスの保存が必要となる。

○ この点について、インボイス制度への円滑な移行とその定着を図る観点から、中小事業者を含めた一定規模以下の
事業者の実務に配慮し、柔軟に対応できるよう事務負担の軽減措置を講ずることとする。
【見直し案】
○ 基準期間（前々年・前々事業年度）における課税売上高が１億円以下である事業者については、インボイス制度の施行

から６年間、１万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入税額控除を可能とする。
※ なお、基準期間における課税売上高が１億円超であったとしても、前年又は前事業年度開始の日以後６か月の期間の課税売上高

が5,000万円以下である場合は、特例の対象とする。

全事業者の90.7％が対象となりうる（約815万者のうち
約740万者）。

また、現状の課税事業者のみを対象としても、76.1％が
対象となる（約320万者のうち約242万者）。

（備考）令和２年度国税庁統計年報（法人税・消費税）、平成27年国勢
調査（総務省）等に基づき推計

（参考）日本クレジット協会のクレジットカード動態調査集計結果に基づき、クレジットカードの平均決済単価を推計すると5,000円前後となっている。

〔対象となる事業者の範囲〕
インボイス

インボイス
以外の書類

仕分け
不要！



令和５年度税制改正（案）
③ 少額の返還インボイスの交付義務の見直し



少額な返還インボイスの交付義務の見直し（案）

○ インボイス制度への移行に伴い、インボイスの交付義務とともに、値引き等を行った際にも売手と買手の税率と税額の
一致を図るために、値引き等の金額や消費税額等を記載した返品伝票といった書類（返還インボイス）の交付義務
が課されることとなる。

○ この点については、例えば決済の際に、買手側の都合で差し引かれた振込手数料相当額やその他の経費を、売手が
「売上値引き」として処理する場合に新たな事務負担になる、との懸念の声が聞かれるところ。
※ 下請法においては取引発注前に当該手数料を下請事業者が負担する旨の書面での合意がある場合にのみ、親事業者が負担した実費の範囲内で当該手数料を

差し引いて下請代金を支払うことが認められることに留意が必要。

【見直し案】
○ 上記を踏まえ、事業者の実務に配慮して事務負担を軽減する観点から、少額な値引き等（１万円未満）について

は、返還インボイスの交付を不要とする。

振込手数料などを差し引いて支払い

返還インボイスの交付義務

見直し案：値引き等が少額（１万円未満）である場合、返還インボイスの交付を不要とする

買
手

売
手


